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番　　　　　号
年　　月　　日

愛知県知事　殿押印不要


所在地　
名　称　
代表者　

家畜疾病経営維持資金に係る利子補給契約締結の申込について

愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付要綱（平成21年６月９日付け21畜第179号）第１条における契約の締結を申し込みます。


（添付書類）
家畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付契約書　２通





担　　当　
電　　話　
電子メール　


家畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付契約書２通添付すること。


[bookmark: _Hlk213167048]愛知県（以下「甲」という。）と　［融資機関名］　（以下「乙」という。）とは、畜産特別支援資金融通事業実施婆綱（平成25年２月26日付け24農畜機第4699号。以下「国要綱」という。）、家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領（平成25年２月27日付け24年発中畜第949号-２。以下「国要領」という。）及び愛知県家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領（平成16年３月31日付け15畜第803号。以下「県耍領」という。）に基づき乙が貸し付ける家畜疾病経営維持資金につき、愛知県補助金等交付規則（昭和55年愛知県規則第８号。以下「規則」という。）及び愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付要綱（平成21年６月９日付け21畜第179号。以下「交付耍綱」という。）に基づき甲が乙に対し利子補給補助金を交付することについて次のとおり契約する。

第１条 甲は、交付要綱第３条の規定により利子補給の承認を行った乙の融資に係る家畜疾病経営維持資金につき、規則及び交付要綱の定めるところにより乙に対し利子補給補助金を交付する。ただし、融資は　［和暦］　年度に実行されたものに限る。

第２条 甲が乙に対し交付する利子補給補助金の額は、交付要綱第５条の規定により算出した額とする。

第３条 乙は、交付要綱第５条の規定に基づき算出した利子補紿補助金について、交付要綱第６条に規定する期日までに利子補給補助金の交付申請を行うものとする。

第４条 甲は、交付要綱第９条の規定に基づき乙から利子補給補助金の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、これを遅滞なく支払うものとする。

第５条 甲は、乙が国要綱、国要領、県要領、規則及び交付要綱又はこの契約の条項に違反したときは、乙に対する利子補給補助金の交付を打ち切り、又は既に支払った利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

第６条 この契約を変更しようとするとき及びこの契約に疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙両者の協議により定めるものとする。

この契約を証するため、契約書２通を作成し、甲、乙各１通を保有する。

年　　月　　日

甲	所在地	名古屋市中区三の丸三丁目］番2号日付（契約締結日）は県が記入するので、空欄で提出すること。

なお、その他の空白部分等は必要事項を記入すること。

名　称	愛知県
代表者	愛知県知事　○ ○ ○ ○　 印
代表者印押印


乙	所在地	
名　称	
代表者	　　
